別紙
１　扶養親族の所得要件について
　　扶養親族の所得要件については、その年の１月から１２月の所得の合計が５８万円（給与収入のみの場合１２３万円）以下であることが条件となる。
　　就職した扶養親族の削除漏れが特に目立つので注意すること。
　　※税制改正により、所得要件が４８万円から引き上げられたことに注意すること。

２　扶養控除の重複適用について
　　扶養控除については、他の扶養義務者との重複申告はできない。他の扶養義務者とどちらが控除対象として申告するのか話し合ったうえで申告すること。
　　特に、子や親の重複が目立つので注意すること。

３　配偶者（特別）控除の所得要件について
　　配偶者（特別）控除については、その年の１月から１２月の所得の合計が１３３万円（給与収入のみの場合２０１．６万円）以下であることが条件となる。
また、所得５８万円から所得１３３万円の間で控除額が変わるため、申告する場合は、所得見積額を正確に申告すること。（詳細は「配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」を参照）
※税制改正により、所得要件が４８万円から引き上げられたことに注意すること。

４　特定親族特別控除について
　　新たに創設された特定親族特別控除については、その年の１月から１２月の所得の合計が１２３万円（給与収入のみの場合１８８万円）以下であることが条件となる。
　　また、所得５８万円から所得１２３万円の間で控除額が変わるため、申告する場合は、所得見積額を正確に申告すること。（詳細は「特定親族特別控除額の表」を参照）

５　他の所得者の事業専従者について
　　配偶者や扶養親族が他の所得者の事業専従者として控除対象となっている場合、配偶者（特別）控除や扶養控除は重複申告できない。どちらが控除対象として申告するのか話し合ったうえで申告すること。
　　特に、親族が事業（農業等）を営んでおり、家族を雇用している場合は注意すること。

６　既申告内容に修正が必要な場合
　　年末再調整期間中に修正申告すること。
なお、控除額に変更が無い場合（扶養親族の所得を０円から５８万円以下の範囲で修正する場合等）は、修正申告不要であること。

７　申告誤りが発覚した場合
　　誤りが職員自身に起因する場合は、県としての年末再々調整は行わないため、職員自ら確定申告すること。この場合、延滞税や不納付加算税を課される場合があり、職員の自己負担となるため注意すること。



